
1. 中河内二次医療圏における地域医療構想の取組と医療提供体制

2. 新たな地域医療構想について

3. 全国の病院再編・機能連携の事例

第２回市立柏原病院あり方検討委員会 大阪府説明資料

1

地域医療構想の取組について

資料６



1. 中河内二次医療圏における

地域医療構想の取組と医療提供体制
（令和７年度 大阪府中河内保健医療協議会資料より）
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医療実態データ（NDB、病床機能報告等）や病院プラン等を共有しながら、
医療機関の自主的な機能分化を支援

STEP 2

STEP 3

診療実態分析の結果を踏まえ、すべての関係医療機関と機能分化の方向性を共有

STEP 1

ポイント２ 全病院に病院プラン
（対応方針）の提出を依頼

・病床機能報告の内容では、2025年に向けた病院の
体制把握が不十分なため、独自に病院プランの作成を依頼

ポイント１ 独自の診療実態分析
・地域医療構想調整会議等で意見を踏まえた
データ分析を実施

例：病床機能報告等の定量的分析等
各医療機関の診療実績の可視化
地域医療構想の推計と診療実績との比較 等

ポイント３ 全病院参加型会議の実施
・「病院連絡会」を圏域毎に開催し、各病院の
病院プランや病床機能分化の情報を共有し、
地域医療構想の推進について意見交換。
＜病院連絡会 概要＞
・各病院の病院プランの共有
・病床機能分化の状況の共有

地域医療構想調整会議

地域医療構想を

踏まえた

「対応方針」の協議

大阪アプローチ（大阪府における地域医療構想の推進）
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回復期報告病床は2023年度から2024年度にかけて14床増加した
（病床数の必要量における回復期機能を担う病床数の確保には、約14.5％程度同機能への転換が必要と推計される）

●病床機能報告と病床数の必要量の比較

中河内

※需要推計で算出した2025年の病床数の必要量における各病床機能区分の割合を、既存病床数に乗じ、算出した値。

●病床機能報告（2024年度）と病床数の必要量（2025年）の割合の比較
サブアキュート・ポストアキュート・リハビリ機能

現状と将来必要となる病床機能の割合の比較

②病床数の必要量（回復期）

①病床機能報告（地域急性期＋回復期）

2024年度 24.3%

38.8%

割合の差

14.5%(約800床)
※2023年度の約16.5％

から2.0％減少

病床機能報告の結果等 （病床機能分化の状況）
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中河内では、今後、地域包括ケア、回復期リハ等の需要増加が見込まれ、
周産期、小児等の需要減少が見込まれる

出典：2023年度の実績は病床機能報告（厚生労働省提供データ）（「地域医療提供体制構築に向けた調査及びデータ分析事業」により作成）

●診療機能ごとの算定件数の推計（2023年度を起点とした増減率）

中河内

診療機能ごとの今後の需要見込み
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●【がん】診療報酬算定回数、占有率（全体＋全身麻酔別）

＜出典＞令和６年度病床機能報告（「地域医療提供体制構築に向けた調査及びデータ分析事業」により作成）

中河内

医療機関名

うち全身

麻酔手術

件数

うち全身

麻酔手術

件数

うち全身

麻酔手術

件数

うち全身

麻酔手術

件数

算定回数(1年間) 361 342 124 125 69 69 265 166

占有率 26.0% 25.5% 23.0% 23.3% 25.5% 25.5% 32.1% 30.7%

算定回数(1年間) 268 266 27 26 57 57 117 103

占有率 19.3% 19.8% 5.0% 4.8% 21.0% 21.0% 14.2% 19.1%

算定回数(1年間) 276 257 253 253 65 65 194 154

占有率 19.9% 19.2% 47.0% 47.1% 24.0% 24.0% 23.5% 28.5%

算定回数(1年間) 202 200 115 114 74 74 173 87

占有率 14.6% 14.9% 21.4% 21.2% 27.3% 27.3% 20.9% 16.1%

算定回数(1年間) 52 52 0 0 0 0 18 18

占有率 3.7% 3.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.2% 3.3%

算定回数(1年間) 20 20 0 0 * * * 0

占有率 1.4% 1.5% 0.0% 0.0% 1.1% 1.1% 0.2% 0.0%

算定回数(1年間) 91 91 * * 0 0 19 *

占有率 6.6% 6.8% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0% 2.3% 0.6%

算定回数(1年間) 23 23 0 0 0 0 0 0

占有率 1.7% 1.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

算定回数(1年間) 66 62 17 17 0 0 38 *

占有率 4.8% 4.6% 3.2% 3.2% 0.0% 0.0% 4.6% 1.7%

算定回数(1年間) 18 18 * * 0 0 0 0

占有率 1.3% 1.3% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

2023年度実績

がん

消化器

（消化管

/肝胆

膵）

乳腺
肺・呼吸

器

泌尿器／

生殖器

社会医療法人若弘会若草第一病院

市立東大阪医療センター

医療法人徳洲会八尾徳洲会総合病院

八尾市立病院

医療法人藤井会 石切生喜病院

医真会八尾総合病院

医療法人河内友紘会河内総合病院

医療法人寿山会喜馬病院

市立柏原病院

医療法人宝持会池田病院

（＊:10未満はマスク処理をしています。）

疾患領域別の診療実績（がん）
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●【がん以外】診療報酬算定回数、占有率（全体＋全身麻酔別）

＜出典＞令和６年度病床機能報告（「地域医療提供体制構築に向けた調査及びデータ分析事業」により作成）

中河内

ー ー

医療機関名

うち全身

麻酔手術

件数

うち全身麻

酔手術件

数

うち全身

麻酔手術

件数

うち全身

麻酔手術

件数

うち全身

麻酔手術

件数

算定回数(1年間) 19 19 258 0 87 44 80 45 60 59 4,024 4,893

占有率 31.1% 31.1% 16.4% 0.0% 20.7% 40.7% 24.5% 36.6% 9.0% 10.7% 24.1% 24.1%

算定回数(1年間) 18 18 473 * 81 11 105 18 73 72 3,394 3,970

占有率 29.5% 29.5% 30.1% 62.5% 19.3% 10.2% 32.1% 14.6% 11.0% 13.1% 20.3% 19.6%

算定回数(1年間) 0 0 218 * 32 * 0 0 30 30 2,896 3,659

占有率 0.0% 0.0% 13.9% 12.5% 7.6% 2.8% 0.0% 0.0% 4.5% 5.5% 17.3% 18.1%

算定回数(1年間) 20 20 360 * 64 13 32 * 49 18 1,550 2,086

占有率 32.8% 32.8% 22.9% 25.0% 15.2% 12.0% 9.8% 6.5% 7.4% 3.3% 9.3% 10.3%

算定回数(1年間) 0 0 68 0 47 * 35 18 86 86 1,118 1,301

占有率 0.0% 0.0% 4.3% 0.0% 11.2% 8.3% 10.7% 14.6% 13.0% 15.6% 6.7% 6.4%

算定回数(1年間) * * 75 0 42 14 13 * 53 47 786 882

占有率 6.6% 6.6% 4.8% 0.0% 10.0% 13.0% 4.0% 6.5% 8.0% 8.5% 4.7% 4.4%

算定回数(1年間) 0 0 46 0 53 13 62 26 24 18 505 657

占有率 0.0% 0.0% 2.9% 0.0% 12.6% 12.0% 19.0% 21.1% 3.6% 3.3% 3.0% 3.2%

算定回数(1年間) 0 0 0 0 0 0 0 0 50 49 463 535

占有率 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.5% 8.9% 2.8% 2.6%

算定回数(1年間) 0 0 52 0 0 0 0 0 15 15 400 503

占有率 0.0% 0.0% 3.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.3% 2.7% 2.4% 2.5%

算定回数(1年間) 0 0 0 0 0 0 0 0 66 * 346 374

占有率 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.9% 1.6% 2.1% 1.8%

2023年度実績

心筋梗塞等の心血管疾患 脳卒中等の脳血管疾患 救急医療

外科手術

が必要な

心疾患

急性心筋梗

塞に対する

心臓カテーテ

ル手術

社会医療法人若弘会若草第一病院

市立東大阪医療センター

開頭血腫

除去術等

脳動脈瘤

クリッピング

術等

大腿骨骨

折等

その他の全

身麻酔件

数

全身麻酔

の総計

医療法人徳洲会八尾徳洲会総合病院

八尾市立病院

医療法人藤井会 石切生喜病院

医真会八尾総合病院

医療法人河内友紘会河内総合病院

医療法人寿山会喜馬病院

市立柏原病院

医療法人宝持会池田病院

（＊:10未満はマスク処理をしています。）

疾患領域別の診療実績（がん以外）
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中河内二次医療圏における各医療機関の診療実態（がん・地域包括ケア）
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【がん】(放射線療法除く)
令和７年６月レセプト算定回数（中河内）
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【地域包括ケア病棟入院料等】
令和７年６月レセプト算定回数（中河内）

中河内
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【救急医療：救急車の受入件数（75歳以上）】
令和７年６月レセプト算定回数（中河内）

中河内二次医療圏における各医療機関の診療実態（救急医療）
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【救急医療：大腿骨骨折等】
令和７年６月レセプト算定回数（中河内）

中河内
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【周産期医療：分娩件数】
令和７年６月レセプト算定回数（中河内）

中河内二次医療圏における各医療機関の診療実態（周産期医療）
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【周産期医療：ハイリスク分娩管理加算】
令和７年６月レセプト算定回数（中河内）

中河内
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73.2%

51.0%

63.9%

76.6%
62.6%

40.6%

24.5%
100.0%

49.0%
100.0%

36.1%
100.0%
100.0%

22.5%
37.4%

59.4%

2.3%

0.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

一般入院基本料（７，１０対１）

特定機能病院一般入院基本料

小児入院医療管理料

新生児治療回復室入院医療管理料（GCU）

新生児特定集中治療室管理料（NICU）

総合周産期特定集中治療室管理料（MFICU）

脳卒中ケアユニット入院医療管理料（SCU）

ハイケアユニット

特定集中治療室管理料（ICU）

救命救急入院料

▲3,000 ▲2,000 ▲1,000 +0

一般入院基本料（７，１０対１）

特定機能病院一般入院基本料

小児入院医療管理料

新生児治療回復室入院医療管理料（GCU）

新生児特定集中治療室管理料（NICU）

総合周産期特定集中治療室管理料（MFICU）

脳卒中ケアユニット入院医療管理料（SCU）

ハイケアユニット

特定集中治療室管理料（ICU）

救命救急入院料

●患者の入院先医療機関の所在地【割合】 ●入院患者の流出ー流入【件数】

（圏域に所在する医療機関の患者レセプト件数－圏域に住所を有する患者のレセプト件数）

高度急性期から急性期の入院料において、中河内圏域内に入院している割合は、入院料によって差異がある

流出超過

流出

主な圏域：大阪市

主な圏域：大阪市、南河内

主な圏域：大阪市

主な圏域：大阪市、南河内

▲2,500 ▲1,500 ▲500 +500

緩和ケア病棟入院料

回復期リハビリテーション病棟入院料

地域包括ケア病棟（管理料）

地域包括ケア病棟（入院料）

一般病棟・療養病棟入院基本料

一般入院基本料（１３，１５対１）

一般入院基本料（７，１０対１）
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84.5%

73.2%

18.4%

33.8%
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1.3%
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0.2%
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緩和ケア病棟入院料

回復期リハビリテーション病棟入院料

地域包括ケア病棟（管理料）

地域包括ケア病棟（入院料）

一般病棟・療養病棟入院基本料

一般入院基本料（１３，１５対１）

一般入院基本料（７，１０対１）

●患者の入院先医療機関の所在地【割合】 ●入院患者の流出ー流入【件数】

（圏域に所在する医療機関の患者レセプト件数－圏域に住所を有する患者のレセプト件数）

流出超過

流出

流入超過

主な圏域：
大阪市、南河内

主な圏域：
大阪市、北河内

中河内二次医療圏における各医療機関の診療実態（入院料ごとの流出入状況）
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急性期から回復期の入院料において、中河内圏域内に入院している割合は、概ね70～90％となっている

中河内



主に慢性期となる入院料において、中河内で圏域内の医療機関に入院している割合は、7割を下回っている

中河内二次医療圏における各医療機関の診療実態（入院料ごとの流出入状況）

12

中河内

●患者の入院先医療機関の所在地【割合】
●入院患者の流出ー流入【件数】

（圏域に所在する医療機関の外来レセプト件数－圏域に住所を有する患者の外来レセプト件数）

35.0%

65.3%

56.5%

92.4%

58.1%

34.7%

38.2%

7.6%

6.9%

5.3%
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特殊疾患病棟入院料・管理料

障害者施設等入院基本料

療養病棟入院基本料２

療養病棟入院基本料１

流出

▲4,000 ▲3,000 ▲2,000 ▲1,000 +0

特殊疾患病棟入院料・管理料

障害者施設等入院基本料

療養病棟入院基本料２

療養病棟入院基本料１

流出超過

主な圏域：大阪市、北河内、南河内

主な圏域：大阪市、北河内
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出典：医療計画データブックより作成（2023年度診療分） （「地域医療提供体制構築に向けた調査及びデータ分析事業」により作成）

●入院患者の「流入ー流出」【件数】

（圏域に所在する医療機関の入院レセプト件数
ー圏域に住所を有する患者の入院レセプト件数）

●患者の入院先医療機関の所在地【割合】 ●医療機関に入院する患者の所在地【割合】

中河内において、患者が自圏域に入院する割合は、ほぼ全ての疾病事業において7割を下回っている

中河内
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中河内二次医療圏における各医療機関の診療実態（診療機能ごとの流出入状況）

〔参考〕 圏域外への流出として、ハイケアユニット入院料や救命救急入院料、一般入院基本料において、主に大阪市への流出が見られる。

13



中河内の要介護認定者は増加傾向であり
2040年度には2024年度の5.7万人から6.1万人まで増加することが推計されている

●要介護認定者将来推計

＜出典＞大阪府高齢者計画2024（「地域医療提供体制構築に向けた調査及びデータ分析事業」により作成）

中河内

（人）

要介護認定者の将来推計

14



圏域では、今後、地域包括医療病棟入院料や地域包括ケア病棟入院料の増加、
急性期一般入院料４～６や地域一般入院料等の減少が検討されている

中河内

（床）

●入院基本料等別の検討状況※

＜※2026年に向けた検討状況＞
各病院の2026年に向け検討している入院料
別（病床機能別）病床数総計から各病院の
現在の入院料別（病床機能別）病床数の総
計を差し引いて算出

参照：令和7年度病院プラン（１月22日現在）

2026年に向け各病院が検討している医療機能・病床機能等

15



病院機能分類

分類区分 分類の考え方

１ 特定機能病院 特定機能病院

２ 急性期病院 高度急性期と急性期の病床の合計割合が病床（一般・療養）の９割以上

３ 急性期ケアミックス型病院 高度急性期または急性期の病床を有するが、当該病床の割合が病床（一般・療養）の９割未満

４ 地域急性期病院 回復期病床（地域（リハビリ以外））の割合が病床（一般・療養）の９割以上

５ 後方支援ケアミックス型病院 １～４、６、７の区分に属しない病院

６ 回復期リハビリ病院 回復期病床（リハビリ）の割合が病床（一般・療養）の９割以上

７ 慢性期病院 慢性期病床の割合が病床（一般・療養）の９割以上

●地域に必要な医療を持続的に提供していくため、病院の役割分担による体制づくりを検討していくことが重要。
●現在各病院が有する病床機能等から、大阪府独自に病院の機能・役割の見える化を図るため、病院機能を分類（令和4年度より）。

各病院の役割の基本的なイメージ

各病院は役割に応じた機能の維持・強化を図ることが期待され、特に、現在回復期（サブアキュート・ポストアキュート）を担っている病院は、回復期機能を強化していくことが望まれる。

16

府独自の病院機能分類
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病院機能分類
①地域医療構想等を踏まえた

病院の役割・機能
②地域包括ケアシステム
構築に向けた役割・機能

③連携・機能強化
の方向性

特定機能病院 【高度急性期・急性期】
高度専門的・不採算部門の 手術や治療の提供
（がん、脳卒中、心血管疾患、妊産婦、新生児、小児等）

高度医療の提供及び研修、高度医療技術開発等
（特に、特定機能病院）

※回復期リハビリ病床・地域包括ケア病床を有し、引き続き
確保していくことを記載する場合

⇒当該病床が民間病院で担えない政策医療であるかを
検証の上、その必要性について記載。
政策医療に当たらない場合は、緩和ケア病床(回復期)等
への転換についてプランへの記載を検討。

休日・夜間を含め二次以
上の救急患者受入
（在宅療養者の緊急時に
おける後方病床の確保等）

退院支援のための体制整
備、関係機関との連携等

関係病院間のネットワーク
形成（診療情報の共有、転
院先医療機関との連携等）

基幹病院以外の医療機関
への医師・看護師等の派
遣（特に、特定機能病院、地
域医療支援病院）

急性期病院

急性期ケア
ミックス型病院
（200床以上）

急性期ケア
ミックス型病院
（200床未満）

【急性期・回復期（サブアキュート）】
需要の増加が見込まれる疾患（心不全、肺炎、尿路

感染症等）の治療、一部二次救急患者に対応した
手術提供

【回復期（リハビリ）】
リハビリの実施

休日・夜間を含め二次救
急患者受入
（在宅療養者の緊急時に
おける後方病床の確保等）

退院支援のための体制整
備、関係機関との連携等

関係病院間のネットワーク
形成（診療情報の共有、転
院先医療機関との連携等）

地域急性期
病院

【回復期（サブアキュート）】
需要の増加が見込まれる疾患(心不全、肺炎、尿路感

染症等)の治療、必要性が高い場合の小手術提供

日中の救急患者受入
（在宅療養者の緊急時に
おける後方病床の確保等）

退院支援のための体制整
備、関係機関との連携等

関係病院間のネットワーク
形成（診療情報の共有、転
院先医療機関との連携等）

病院機能分類ごとに公立病院に期待される役割分担
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2. 新たな地域医療構想について
（厚生労働省｢地域医療構想及び医療計画等に関する検討会｣資料より）

■今後のスケジュール（新たな構想の策定、進め方）

■ 医療機関機能（急性期拠点、高齢者救急・地域急性期等）

■ 病床機能・医療機関機能報告（R1、R5、R6年度）

■ 地域における協議の進め方（R1、R5、R6年度）

■ 公立病院の経営状況等（R6年度決算、経営強化）
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令和７年度全国厚生労働関係部局長会議（医政局）資料
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Ｖ

Ｖ令和６年12月18日新たな地域医療構想等に関する検討会 とりまとめ（概要）

20
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令和８年12月12日 第８回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 資料１
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令和８年12月12日 第５回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 資料１
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令和７年８月27日 第３回第５回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 資料１

26



令和７年８月８日 第２回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料（一部改）

27

人口20～30万人
に１か所
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令和８年12月12日 第８回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 資料１
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令和７年10月31日 第６回新たな地域医療構想等に関する検討会 資料１
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令和７年10月31日 第６回新たな地域医療構想等に関する検討会 資料１
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令和７年10月31日 第６回新たな地域医療構想等に関する検討会 資料１
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市町村に期待される役割～地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 新たな地域医療構想 とりまとめ（案）より

34

・ 市町村は、病院開設者の立場、介護保険事業の主体としての立場、行政の中で住民に最も近い
立場など、様々な観点を踏まえながら、地域医療構想の策定や推進に協力する必要がある。

・ 病院開設者としては、人口の少ない地域における自治体立病院は、当該地域での唯一の基幹的な
医療機関として地域を支えている医療機関でもある一方で、都市部においては、他の医療機関と機能
が競合している医療機関があるなど、地域における役割は様々である。市町村は、自治体立病院の開
設者としての観点だけではなく、他の医療機関と同様に、病床数の適正化（ダウンサイズ）や提供
する医療内容の見直し等を行い、地域全体に係る提供体制の構築・維持や連携・再編・集約化の
取組への協力が求められる。

・ 介護保険関連では、介護保険事業の実施主体として、都道府県と連携しながら、介護に係る課題に
ついて地域医療構想調整会議において共有するとともに、医療側の課題を把握し、医療と介護の連携
に向けた取組を推進することが求められる。

・ また、隣接する自治体や構想区域内の他の市町村と連携しながら、医療提供体制の構築や医療と介
護の連携を進めることが求められる。



3. 全国病院の再編・機能連携の事例

■地域における急性期医療の集約化の取組（山形県米沢市）

■ 地域包括医療病棟への転換事例（神奈川県、滋賀県大津市他）

■ 地域連携推進法人制度（制度概要／泉州、泉大津市）

■ 公立病院と民間病院の機能分化・連携（兵庫県神河町・宍粟市）

■ 公立病院間における診療科の連携事例（兵庫県伊丹市・宝塚市）
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高齢者救急の受け皿として、2024年10月の診療報酬改定で新設された「地域包括医療病棟」については、全国の公立・公的病院や民間病

院において、急性期一般病棟や地ケア病棟からの病床転換が進められている。

地域包括医療病棟への転換事例

社会福祉法人 恩賜財団

済生会神奈川県病院
（神奈川県横浜市）

公立つるぎ病院
（石川県白山市）

国立病院機構神奈川病院
（神奈川県秦野市）

大津市立病院
（滋賀県大津市）

1237
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○ 泉州南部地域の３市３町において、りんくう総合医療センターなど６法人・団体の救急告示病院を中心にR7年6月に設立。

○ 高齢者救急が増加する中、地域で救命救急医療を完結させることや、新興感染症まん延時の体制についても検討予定。

○ 地域包括ケアシステムの推進に向けて、地域完結型の医療と介護の体制を目指す。

泉州二次医療圏南部 （泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町）推進区域

・地方独立行政法人りんくう総合医療センター（りんくう総合医療センター）
・社会医療法人三和会（永山病院）
・社会医療法人栄公会（佐野記念病院）
・医療法人功徳会泉南（泉南大阪晴愛病院）
・医療法人晴心会（野上病院）
・阪南市（阪南市民病院）

参加法人等

■ 地域包括ケアシステムの推進（地域住民が生誕から将来にわたり安全・安心な生活を実現）

■ 救命・救急医療体制の完全な受入体制の確立

（初期救急から救命救急までを法人内で担当。重症管理が必要な上り搬送をスムーズ化し、救命救急患者の応需を確実に実施）

■ 診療機能の分担と連携強化の推進（特色や役割を明確にし、地域ニーズに沿った適正かつ効率的な地域医療体制を提供）

■ 人事交流による効率的な運用（医療従事者・スタッフの確保、適材適所の配置、共同研修の実施、働き方改革の対応等）

■ 高額医療機器の共同利用、診療材料・医薬品等の共同購入・一元管理（重複購入の抑制、スケールメリットでの効率的運用）

■ 医療情報の共有（救急対応、重複防止）

■ 感染症対策・医療安全対策の推進（専門スタッフの配置、連携病院への指導）

■ 大規模災害や新興感染症の発生時における医療提供体制の構築（BCP策定・運用）

取組の内容

令和７年６月13日認定日

地域医療連携推進法人泉州南部メディカルネットワーク法人名称

15

公立病院と民間病院における救急医療の連携 （泉州南部地域）

39



○ 泉大津市立病院と社会医療法人生長会 府中病院の高度急性期・急性期機能を統合した新市立病院を令和6年12月に開院

（運営は指定管理）。

○ 市立病院は周産期医療と小児医療、府中病院は回復期医療と地域包括ケアの機能にそれぞれ特化。

○ 機能統合や再編・ネットワーク化を円滑に進め、再編後の緊密な連携強化を図るため、R３年度に地域医療連携推進法人を設立。

公立病院と民間病院の再編事例 （泉大津市）

40



兵庫県南西部の公立２病院（神河町立公立神崎総合病院、宍粟市立公立宍粟総合病院）と民間の１病院（姫路聖マリア病院）において、

機能分担による病床削減、共同購入の実施、医師の相互派遣や医療情報の共有などの連携を推進。

＜公立神崎総合病院と公立宍粟総合病院における連携＞

・同じ中山間地域の公立病院であり、同様の課題を抱えていることから、

課題解決に向けて連携した取組みを実施。

・へき地医療拠点病院の機能のほか、二次救急医療体制の確保や手術を

要する診療科等の維持のため、県の「特定中核病院」に位置づけられ、

医師確保等の取組について優先的な支援が行われている。

【連携内容】

① 診療材料等の共同購入 （共同で価格交渉）

② 医師の相互派遣 （不足する診療科）

③ その他協力体制 （院内感染時の相互支援、診療情報の共有、共同研修等）

＜公立神崎総合病院と姫路聖マリア病院における連携＞

・公立神崎総合病院と姫路聖マリア病院は、診療圏が一部重複するため、

H27年度から病病連携のための定期意見交換会（年4回）を開催。

・中播磨中～北部で不足する救急・周産・小児医療の支援の取組を進め、

実績として、分娩の紹介受け入れ体制等を構築。

【連携内容】

① 医療連携 （スムーズな患者紹介体制、地ケア病床への受入れ）

② 地域連携 （地域包括ケアシステムの推進）

③ 非常時・災害時の連携 （患者搬送、医療従事者の派遣）

④ その他協力体制 （院内感染時の相互支援、診療方法の共有、共同研修等）

出典：
総務省「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン」
（事例集から一部改変）、
宍粟市新病院整備に係る基本構想（R2年10月策定）
姫路聖マリア病院2025プラン（R2年8月策定）
公立神崎総合病院改革プラン（H29年3月策定）

※公立宍粟総合病院は、2025年現在の許可病床数199床、稼働病床178床。
老朽化に伴い建替えを予定しており、新病院は164床で運用開始予定。

公立病院と民間病院の機能分化・連携（兵庫県神河町・宍粟市）
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公立病院間における診療科の連携事例 （兵庫県 伊丹市・宝塚市）

○ 伊丹市、宝塚市域における周産期医療提供体制を確保するため、平成28年から産婦人科診療に関する連携協定を締結し、

宝塚市立病院での分娩を休止。市立伊丹病院の産婦人科医が週１回、宝塚市民病院での婦人科診療を実施（完全予約制）。

○ 宝塚市民病院では、平成20年に産婦人科医師不足を要因に産婦人科の入院診療を休止。同じ課題を抱えた市立伊丹病院

と連携することで、広域での周産期医療体制の構築を推進する大阪大学からの医師派遣を実現。

○ これらの周産期医療機能を維持するための費用は、宝塚市、伊丹市の両市において負担されている。

「宝塚市立病院 経営強化プラン」、同病院ホームページより

42


